
会長職務代理者及び監査委員の指名について 

 

 

栃木県地域公共交通活性化協議会規約第３条第３項並びに第４条第１項、同条第２項

の規定に基づき、下記のとおり会長職務代理者及び監査委員を指名する。 

 

記 

 

役 職 氏 名 所 属（役職） 

会長職務 

代理者 
高山 誠 

栃木県県土整備部交通政策課 

（課長） 

監査委員 上野 直人 
関東運輸局栃木運輸支局 

（首席運輸企画専門官） 

監査委員 稲葉 寛 
宇都宮市総合政策部交通政策課 

（課長） 

 

 

栃木県地域公共交通活性化協議会  

会長 吉田 樹  

 

 

 

（参考） 

栃木県地域公共交通活性化協議会規約（抜粋） 

 第３条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

 ２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

 ３ 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ会長が指名した委員が、その職 

務を代理する。 

  第４条 協議会に監査委員を２名置く。 

２ 監査委員は、委員の中から会長が指名する。 

３ 監査委員は、協議会の出納監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。 

資料１ 


